
教習カリキュラムの変更について 旭東自動車教習所 

～令和 7年 4 月 1日道路交通法施行規則の一部改正が行われました～ 

今までは、普通免許ＭＴの教習は、教習及び検定をＭＴ車で行っていましたが、今回の改正で教習の基本が

ＡＴ車での実施となり、ＭＴ車による教習は追加で受けることとなりました。 

ＡＴ車による卒業検定合格後、続けてＭＴ車による技能審査に合格することでＭＴ車免許を取得することが

できます。なお、普通免許ＡＴ車限定には、変更はございません。 

この改正に伴い、10 月 1日以降、当所に入所される普通免許ＭＴ車を希望方は、以下のとおりとなりますの

でお知らせします。 

普通免許ＭＴ車（ＡＴ+限定解除コース） 

 

 

 

ＡＴ限定免許をすでにお持ちの方 

 

 

料金改定について 

えいｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＴ車で教習を行いＡＴ車での卒業検定合格後に、ＭＴ車による限定解除の教習と審査を実施します。 
ＡＴ車での卒業検定合格後にＭＴ車による限定解除を受けることによりそれぞれに集中して教習を受け
ることができると思います。 

既にＡＴ限定免許をお持ちの方は、これまでどおり限定解除教習を 4時限（基準）受け、限定解除審査

に合格することで、限定解除し普通ＭＴ免許が取得できます。 

カリキュラムの変更に伴い令和７年１０月１日より料金の改定を行います 

入所手続き、料金ついてなどお気軽にお問い合わせください。 

旧カリキュラム 
（令和 7年 9月末までにご入所の方） 

新カリキュラム 
（令和 7 年 10 月からご入所の方） 

第 1 段階 
場内教習１５時限 

（ＭＴ車１４時限） 

第 1 段階 
場内教習１２時限 

（すべてＡＴ車を使用） 

修了検定 
（ＭＴ車による受検） 

修了検定 
（ＡＴ車による受検） 

仮免許学科試験 仮免許学科試験 

第２段階 
路上教習１９時限 

（ＭＴ車１５時限） 

第２段階 
路上教習１９時限 

（すべてＡＴ車を使用） 

ＭＴ車による卒業検定 ＡＴ車による卒業検定 

学科試験 
運転免許センター 

ＭＴ車による限定解除審査 

ＭＴ車による限定解除教習 ４時限 

ＭＴ免許取得 


